
徳 島 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

第 一 条 徳 島 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 条 の 十 四 の 表 の 第 一 号 ホ 中 「 い う 。 以 下 こ の 表 」 を 「 い う 。 以 下 こ の 条 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

2 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 法 人 （ 保 険 業 法 に 規 定 す る 相 互 会 社 を 除 く 。 ） の 資 本 金 等 の 額 が 、 同 号 に 定 め る 日 （ 法 人 税 法 第 七 十 一 条 第 一 項 （ 同

法 第 七 十 二 条 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る も の に あ つ て は 、 法 第 五 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 政 令 で 定

め る 日 ） 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 に 満 た な い 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 表 の 第 一 号 ホ

中 「 資 本 金 等 の 額 が 」 と あ る の は 「 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 定 め る 日 （ 法 人 税 法 第 七 十 一 条 第 一 項 （ 同 法 第 七 十 二 条 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を

除 く 。 ） に 規 定 す る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る も の に あ つ て は 、 法 第 五 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 日 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） 現 在 に お け

る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 が 」 と 、 同 表 の 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で の 規 定 中 「 資 本 金 等 の 額 が 」 と あ る の は 「 法 第 五 十 二 条 第

二 項 第 一 号 に 定 め る 日 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 が 」 と す る 。

3 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 法 人 （ 保 険 業 法 に 規 定 す る 相 互 会 社 を 除 く 。 ） の 資 本 金 等 の 額 が 、 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 日 現 在 に お け

る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 に 満 た な い 場 合 に お け る 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 表 中 「 資 本 金 等 の 額 が 」 と あ る

の は 、 「 法 第 五 十 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 日 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 が 」 と す る 。

4 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 法 人 （ 保 険 業 法 に 規 定 す る 相 互 会 社 を 除 く 。 ） の 資 本 金 等 の 額 が 、 同 号 に 定 め る 日 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本

準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 に 満 た な い 場 合 に お け る 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 表 中 「 資 本 金 等 の 額 が 」 と あ る の は 、 「 法 第 五 十 二 条

第 二 項 第 三 号 に 定 め る 日 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 が 」 と す る 。

第 九 十 号

徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 九 十 号 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 二 十 条 の 十 七 第 一 項 中 「 除 く 」 の 下 に 「 。 第 三 項 に お い て 同 じ 」 を 加 え 、 同 項 第 一 号 イ 中 「 百 分 の ○ ・ 四 八 」 を 「 百 分 の ○ ・ 七 二 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 百

分 の ○ ・ 二 」 を 「 百 分 の ○ ・ 三 」 に 改 め 、 同 号 ハ の 表 中 「 百 分 の 三 ・ 八 」 を 「 百 分 の 三 ・ 一 」 に 、 「 百 分 の 五 ・ 五 」 を 「 百 分 の 四 ・ 六 」 に 、 「 百 分 の 七 ・ 二 」

を 「 百 分 の 六 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 一 号 イ 中 「 百 分 の ○ ・ 四 八 」 を 「 百 分 の ○ ・ 七 二 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 百 分 の ○ ・ 二 」 を 「 百 分 の ○ ・ 三 」 に 改 め 、 同

号 ハ 中 「 百 分 の 七 ・ 二 」 を 「 百 分 の 六 」 に 改 め る 。

第 二 十 条 の 三 十 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

9 法 附 則 第 十 一 条 の 四 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 三 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 徴 収 猶 予 の 申 告 を す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書

に 、 法 附 則 第 十 一 条 の 四 第 四 項 に 規 定 す る 改 修 工 事 対 象 住 宅 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 修 工 事 対 象 住 宅 」 と い う 。 ） を 取 得 し た 日 か ら 二 年 以 内 に 、 当 該 改

修 工 事 対 象 住 宅 に つ い て 同 項 に 規 定 す る 改 修 工 事 で 同 項 の 政 令 で 定 め る も の を 行 つ た 後 、 当 該 改 修 工 事 を 行 つ た 当 該 改 修 工 事 対 象 住 宅 で 同 項 の 政 令 で 定 め

る も の （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 住 宅 性 能 向 上 改 修 住 宅 」 と い う 。 ） を 個 人 に 対 し 譲 渡 し 、 当 該 個 人 が 当 該 住 宅 性 能 向 上 改 修 住 宅 を そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 す

る こ と を 証 明 す る に 足 り る 書 類 を 添 付 し て 、 第 二 十 条 の 二 十 七 の 規 定 に よ り 当 該 改 修 工 事 対 象 住 宅 の 取 得 の 事 実 を 申 告 す る 際 、 併 せ て 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。

一 納 税 義 務 者 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称

二 納 税 義 務 者 が 受 け て い る 宅 地 建 物 取 引 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 七 十 六 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 に 係 る 免 許 証 番 号 、 免 許 の 年 月 日 及 び 有 効

期 間

三 改 修 工 事 対 象 住 宅 の 所 在 、 家 屋 番 号 、 種 類 及 び 床 面 積

四 改 修 工 事 対 象 住 宅 の 取 得 年 月 日

五 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

附 則 第 十 七 項 中 「 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 九 項 中 「 平 成 二 十 六 年 十 月 一 日 」 を 「 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 」 に 、 「 百 分 の 三 ・ 八 」 を 「 百 分 の 三 ・ 一 」 に 、 「 百 分 の 二 ・ 二 」 を 「 百 分 の 一 ・ 六 」

に 、 「 、 「 百 分 の 五 ・ 五 」 を 「 、 「 百 分 の 四 ・ 六 」 に 、 「 百 分 の 三 ・ 二 」 を 「 百 分 の 二 ・ 三 」 に 、 「 百 分 の 七 ・ 二 」 を 「 百 分 の 六 」 に 、 「 百 分 の 四 ・ 三 」 を 「 百 分

の 三 ・ 一 」 に 改 め る 。

附 則 第 三 十 五 項 か ら 第 三 十 七 項 ま で の 規 定 中 「 第 二 十 条 の 十 四 」 を 「 第 二 十 条 の 十 四 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 二 条 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 条 の 十 四 第 二 項 中 「 場 合 を 除 く 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 第 百 四 十 四 条 の 三 第 一 項 （ 同 法 第 百 四 十 四 条 の 四 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ） 」 を 加 え

る 。
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第 二 十 条 の 十 六 の 五 中 「 あ つ て は 」 を 「 お い て 」 に 改 め 、 「 取 り 扱 う 者 」 の 下 に 「 が あ る と き は 、 そ の 者 」 を 加 え る 。

第 二 十 条 の 十 七 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 百 分 の ○ ・ 七 二 」 を 「 百 分 の ○ ・ 九 六 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 百 分 の ○ ・ 三 」 を 「 百 分 の ○ ・ 四 」 に 改 め 、 同 号 ハ の 表 中

「 百 分 の 三 ・ 一 」 を 「 百 分 の 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 四 ・ 六 」 を 「 百 分 の 三 ・ 七 」 に 、 「 百 分 の 六 」 を 「 百 分 の 四 ・ 八 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 一 号 イ 中 「 百 分 の

○ ・ 七 二 」 を 「 百 分 の ○ ・ 九 六 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 百 分 の ○ ・ 三 」 を 「 百 分 の ○ ・ 四 」 に 改 め 、 同 号 ハ 中 「 百 分 の 六 」 を 「 百 分 の 四 ・ 八 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 九 項 中 「 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 」 を 「 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 」 に 、 「 百 分 の 三 ・ 一 」 と あ る の は 「 百 分 の 一 ・ 六 」 を 「 百 分 の 二 ・ 五 」 と あ る の は

「 百 分 の ○ ・ 九 」 に 、 「 、 「 百 分 の 四 ・ 六 」 を 「 、 「 百 分 の 三 ・ 七 」 に 、 「 百 分 の 二 ・ 三 」 を 「 百 分 の 一 ・ 四 」 に 、 「 百 分 の 六 」 と あ る の は 「 百 分 の 三 ・ 一 」 を

「 百 分 の 四 ・ 八 」 と あ る の は 「 百 分 の 一 ・ 九 」 に 改 め る 。

附 則 中 第 三 十 八 項 を 第 四 十 項 と し 、 第 三 十 七 項 を 第 三 十 九 項 と し 、 第 三 十 六 項 を 第 三 十 八 項 と し 、 第 三 十 五 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 第 三 十 七 項 と し 、

同 項 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 旧 民 法 第 三 十 四 条 の 法 人 か ら 移 行 し た 法 人 等 に 係 る 法 人 の 県 民 税 の 特 例 ） 」 を 付 し 、 第 三 十 四 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

（ 配 当 割 の 特 別 徴 収 の 特 例 ）

35 法 附 則 第 三 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 第 二 十 条 の 十 六 の 五 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 受 け る べ き 日 」 と あ る の は 、

「 受 け る べ き 日 の 属 す る 年 の 一 月 一 日 」 と す る 。

（ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 の 特 別 徴 収 の 特 例 ）

36 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 三 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 第 二 十 条 の 十 六 の 七 及 び 第 二 十 条 の 十 六 の 八 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二 十 条 の 十

六 の 七 中 「 選 択 口 座 が 開 設 さ れ て い る 租 税 特 別 措 置 法 第 三 十 七 条 の 十 一 の 三 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 金 融 商 品 取 引 業 者 等 で 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 六 号 に

規 定 す る 特 定 株 式 等 譲 渡 対 価 等 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 特 定 株 式 等 譲 渡 対 価 等 」 と い う 。 ） の 支 払 を 受 け る べ き 日 」 と あ る の は 「 租 税 特 別 措 置 法

第 三 十 七 条 の 十 四 の 二 第 五 項 第 一 号 に 規 定 す る 未 成 年 者 口 座 の 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 契 約 不 履 行 等 事 由 に よ る 廃 止 （ 次 条 に お い て 「 未 成 年 者 口 座 の 廃 止 」

と い う 。 ） の 日 」 と 、 「 に 対 し て 当 該 特 定 株 式 等 譲 渡 対 価 等 の 支 払 を す る も の 」 と あ る の は 「 の 当 該 未 成 年 者 口 座 が 開 設 さ れ て い る 同 法 第 三 十 七 条 の 十 四 第

五 項 第 一 号 に 規 定 す る 金 融 商 品 取 引 業 者 等 」 と 、 第 二 十 条 の 十 六 の 八 中 「 特 定 株 式 等 譲 渡 対 価 等 の 支 払 を す る 際 」 と あ る の は 「 未 成 年 者 口 座 の 廃 止 の 際 」

と 、 「 年 の 翌 年 の 一 月 十 日 （ 施 行 令 第 九 条 の 二 十 第 一 項 で 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 同 項 で 定 め る 日 ） 」 と あ る の は 「 月 の 翌 月 十 日 」 と す る 。

第 三 条 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 三 十 六 項 中 「 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 三 第 一 項 」 を 「 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 四 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
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一 第 二 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 及 び 附 則 第 五 項 の 規 定 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日

二 第 二 条 中 第 二 十 条 の 十 四 第 二 項 及 び 第 二 十 条 の 十 七 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 九 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 四 項 及 び 第 七 項 の 規 定 平 成 二 十 八 年 四 月 一

日
三 第 三 条 の 規 定 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日

（ 法 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

2 次 項 に 定 め る も の を 除 き 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 中 法 人 の 県 民 税 に 関 す る 部 分 は 、 こ の 条 例 の 施 行

の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 施 行 日 以 後 に 開 始 す る 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行

日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

3 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 。 以 下 「 新 法 」

と い う 。 ） 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ っ て 申 告 納 付 す る 法 人 で 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） 第 七 十 一 条 第 一 項 （ 同 法 第 七 十 二 条 第 一 項 の 規 定 が

適 用 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る も の 並 び に 新 法 第 五 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ っ て 申 告 納 付 す る 法 人 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定

に よ っ て 納 付 す る 法 人 の 施 行 日 以 後 に 開 始 す る 最 初 の 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 施 行 日 以 後 に 開 始 す る 最 初 の 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て の

新 条 例 第 二 十 条 の 十 四 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 五 」 と あ る の は 「 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十

七 年 法 律 第 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 五 」 と し 、 同 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い も の と す る 。

4 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 税 条 例 （ 以 下 「 二 十 八 年 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 十 条 の 十 四 第 二 項 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施

行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 同 日 以 後 に 開 始 す る 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 分 の 法

人 の 県 民 税 及 び 同 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 配 当 割 に 関 す る 経 過 措 置 ）

5 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 税 条 例 第 二 十 条 の 十 六 の 五 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 特 定 配 当

等 に 係 る 県 民 税 の 配 当 割 の 特 別 徴 収 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 特 定 配 当 等 に 係 る 県 民 税 の 配 当 割 の 特 別 徴 収 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。
（ 法 人 の 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

6 新 条 例 の 規 定 中 法 人 の 事 業 税 に 関 す る 部 分 は 、 施 行 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法

人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

7 二 十 八 年 新 条 例 の 規 定 中 法 人 の 事 業 税 に 関 す る 部 分 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適
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用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

8 新 条 例 の 規 定 中 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 部 分 は 、 施 行 日 以 後 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し

て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 法 人 税 改 革 の 一 環 と し て 法 人 事 業 税 の 所 得 割 の 税 率 の 引 下 げ と 外 形 標 準 課 税 の 拡 大 等 が 行 わ れ る こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 備 を 行 う

等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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